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飾区福祉部        

介護保険課長 佐藤 智洋 

 

「飾区介護保険事業者における事故発生時の報告取り扱い要領」 

            の改正に伴う対応について（依頼） 

 

日頃より、当区の介護保険事業の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 
さて、このたび「介護保険施設等における事故の報告様式等について」（令和３年３月１

９日付老高発０３１９第１号）により、国の標準様式が示されたことを踏まえ、「飾区

介護保険事業者における事故発生時の報告取り扱い要領」（平成１６年３月９日付 1５
福介第１０５２６号）を下記のとおり改正いたしましたので、対応方よろしくお願いいた

します。 

今後は、改正後の事故報告書様式をお使いの上ご提出ください。この旨、貴所属職員に

も周知するよう併せてお願いいたします。 

 

記 

１ 改正内容 

  事故報告書（別紙様式）の改正 

  様式は、区ホームページにも掲載しています。 

トップページ > 事業者情報 > 申請・手続き > 福祉関連 > 介護サービス事業者の皆様へ 

 

２ 適用年月日 

  令和３年８月１日 

   

３ 提出方法について 

  郵便または電子メールでご提出ください。 

  メールアドレス：073000@city.katsushika.lg.jp 

 

４ 電子メールで提出する場合の注意点について 

（１）件名は「事故報告書の提出について（事業所名）」としてください。 

（２）誤送信による個人情報流出を防ぐ観点から、パスワードを設定し、２通目のメ

ールでパスワードを送付してください。   

 

エクセルファイルのパスワード設定方法の例 

（１）[ファイル]、[情報] の順に選択します。 

（２）[ブックの保護]、[パスワードを使用して暗号化] の順に選択します。 

（３）[パスワード] ボックスにパスワードを入力し、[OK] を選択します。 

（４）[パスワードの再入力] ボックスのパスワードを確認し、[OK] を選択します。 

 

 

（問い合わせ先） 

飾区福祉部介護保険課事業者係  

                   TEL 03-3695-1111（代表） 内線 2366・2367 


